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規

則

(

第
八
号)

○
福
岡
県
土
砂
埋
立
て
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

森
林
保
全
課)

一

告

示

(

第
四
百
八
十
五
号－
第
四
百
九
十
一
号)

○
騒
音
規
制
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
の
指
定
の
一
部
改
正

(

環
境
保
全
課)

一

○
騒
音
規
制
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
地
域
の
規
制
基
準
の
一
部

改
正

(
環
境
保
全
課)

二

○
特
定
建
設
作
業
に
伴
つ
て
発
生
す
る
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
基
準
別
表
第
一
号

に
規
定
す
る
区
域
の
指
定
の
一
部
改
正

(

環
境
保
全
課)

二

○
振
動
規
制
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
の
指
定
の
一
部
改
正

(

環
境
保
全
課)

二

○
振
動
規
制
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
地
域
の
規
制
基
準
の
一
部

改
正

(

環
境
保
全
課)
二

○
振
動
規
制
法
施
行
規
則
別
表
第
一
付
表
第
一
号
に
規
定
す
る
区
域
の
指
定
の
一

部
改
正

(

環
境
保
全
課)

二

○
県
が
管
理
す
る
港
湾
施
設
の
概
要
の
一
部
改
正

(

港

湾

課)

二

選
挙
管
理
委
員
会

○
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
の
一
部
改
正

(

市
町
村
支
援
課)

四

福
岡
県
土
砂
埋
立
て
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
七
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
八
号

福
岡
県
土
砂
埋
立
て
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
土
砂
埋
立
て
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
四
年
福
岡

県
規
則
第
五
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

条
例
第
六
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
は
、
当
該
変
更
の
部
分
に
係
る
変
更
後

の
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
第
一
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
二

土
壌
汚
染
対
策
法

(

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号)

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
許
可

別
表
第
二
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
に
、
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

十
二

申
請
者
が
条
例
第
五
条
第
一
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓

約
す
る
書
面

様
式
第
四
号
中

｢そ
の
代
表
者
｣

を

｢そ
の
役
員
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
五
号
の
備
考
中

｢法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
(法
人
の
場
合
の
み
)
｣

の
次
に

｢､
誓
約
書

｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
告
示
第
四
百
八
十
五
号

騒
音
規
制
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
の
指
定

(

昭
和
六
十
一
年
十
一
月
福
岡
県
告
示

第
千
七
百
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
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…
…
…
…

…
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…
…
…
…
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…
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…
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平
成
二
十
二
年
三
月
十
七
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

指
定
地
域
に
係
る
図
面
の
う
ち
、
飯
塚
市
に
係
る
部
分
を
次
の
図
面
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

次
の
図
面
は
省
略
し
、
当
該
図
面
は
、
福
岡
県
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
飯
塚
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

福
岡
県
告
示
第
四
百
八
十
六
号

騒
音
規
制
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
地
域
の
規
制
基
準

(

昭
和
六
十
一
年
十
一
月
福

岡
県
告
示
第
千
七
百
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
七
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

別
添
図
面
の
う
ち
、
飯
塚
市
に
係
る
部
分
を
次
の
図
面
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

次
の
図
面
は
省
略
し
、
当
該
図
面
は
、
福
岡
県
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
飯
塚
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

福
岡
県
告
示
第
四
百
八
十
七
号

特
定
建
設
作
業
に
伴
っ
て
発
生
す
る
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
基
準
別
表
第
一
号
に
規
定
す
る
区
域
の

指
定

(

昭
和
六
十
一
年
十
一
月
福
岡
県
告
示
第
千
七
百
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
七
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

別
添
図
面
の
う
ち
、
飯
塚
市
に
係
る
部
分
を
次
の
図
面
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

次
の
図
面
は
省
略
し
、
当
該
図
面
は
、
福
岡
県
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
飯
塚
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

福
岡
県
告
示
第
四
百
八
十
八
号

振
動
規
制
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
の
指
定

(

昭
和
六
十
一
年
十
一
月
福
岡
県
告
示

第
千
七
百
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
七
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

指
定
地
域
に
係
る
図
面
の
う
ち
、
飯
塚
市
に
係
る
部
分
を
次
の
図
面
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

次
の
図
面
は
省
略
し
、
当
該
図
面
は
、
福
岡
県
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
飯
塚
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

福
岡
県
告
示
第
四
百
八
十
九
号

振
動
規
制
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
地
域
の
規
制
基
準

(

昭
和
六
十
一
年
十
一
月
福

岡
県
告
示
第
千
七
百
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
七
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

別
添
図
面
の
う
ち
、
飯
塚
市
に
係
る
部
分
を
次
の
図
面
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

次
の
図
面
は
省
略
し
、
当
該
図
面
は
、
福
岡
県
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
飯
塚
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

福
岡
県
告
示
第
四
百
九
十
号

振
動
規
制
法
施
行
規
則
別
表
第
一
付
表
第
一
号
に
規
定
す
る
区
域
の
指
定

(

昭
和
六
十
一
年
十
一
月

福
岡
県
告
示
第
千
七
百
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
七
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

別
添
図
面
の
う
ち
、
飯
塚
市
に
係
る
部
分
を
次
の
図
面
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

次
の
図
面
は
省
略
し
、
当
該
図
面
は
、
福
岡
県
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
飯
塚
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

福
岡
県
告
示
第
四
百
九
十
一
号

県
が
管
理
す
る
港
湾
施
設
の
概
要

(

昭
和
五
十
一
年
九
月
福
岡
県
告
示
第
千
三
百
四
十
七
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
七
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

苅
田
港
�
外
郭
施
設
の
表
防
波
堤
の
項
中

� � � � ����������	 
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｢

を

｣

｢

に
改
め
、

｣

同
表
護
岸
の
項
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、

｣

苅
田
港
�
臨
港
交
通
施
設
の
表
道
路
の
項
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、

｣

苅
田
港
�
保
管
施
設
の
表
野
積
場
の
項
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

若
津
港
�
外
郭
施
設
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

芦
屋
港
�
外
郭
施
設
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

� � � � ����������	 
�	 ����� ����

南
防
波
堤

京
都
郡
苅
田
町
大
字
浜
町
字
神
ノ
島
4499番

地
の
２
南

側
地
先

1,500

南
防
波
堤

京
都
郡
苅
田
町
大
字
浜
町
字
神
ノ
島
4499番

地
の
２
南

側
地
先

885.7

フ
ェ
リ
ー
接
岸
部

取
付
護
岸

京
都
郡
苅
田
町
新
浜
町
５
番
地
の
３

30
4.3

フ
ェ
リ
ー
接
岸
部

取
付
護
岸

京
都
郡
苅
田
町
新
浜
町
５
番
地
の
３

30
4.3

２
号
地
Ｂ
護
岸

京
都
郡
苅
田
町
新
浜
町
９
番
50,
51,
56

1,345
2.5

２
号
地
Ｃ
護
岸

京
都
郡
苅
田
町
新
浜
町
９
番
51,
56,
62

1,266
1.8

京
都
郡
苅
田
町
新
浜
町
７
番
地
南
港
２
号
地
線
と

の
交
差
点

南
港
中
央
４

号
線

京
都
郡
苅
田
町
新
浜
町
７
番
地
南
港
３
号
物
揚
場

北
端

13
74.6

南
港
中
央
５

号
線

京
都
郡
苅
田
町
新
浜
町
７
番
地
南
港
２
号
地
線
と

の
交
差
点

京
都
郡
苅
田
町
新
浜
町
７
番
地
南
港
３
号
物
揚
場

南
端

13
74.5

京
都
郡
苅
田
町
新
浜
町
７
番
地
南
港
２
号
地
１
号

線
と
の
交
差
点

南
港
中
央
４

号
線

京
都
郡
苅
田
町
新
浜
町
７
番
地
南
港
３
号
物
揚
場

北
端

13
74.6

南
港
中
央
５

京
都
郡
苅
田
町
新
浜
町
７
番
地
南
港
２
号
地
１
号

線
と
の
交
差
点

13
74.5

号
線

京
都
郡
苅
田
町
新
浜
町
７
番
地
南
港
３
号
物
揚
場

南
端

本
港
51号
野
積
場

本
港
５
号
岸
壁
背
後

2,735

本
港
51号
野
積
場

本
港
５
号
岸
壁
背
後

3,125

施
設
の
種
類

名
称

位
置

延
長
(m
)

導
流
堤

導
流
堤

大
川
市
大
字
小
保
地
先
か
ら
筑
後
川

中
央
部
を
下
流
に
河
口
ま
で

6,527

施
設
の
種
類

名
称

位
置

延
長
(m
)
幅
(m
)
水
深
(m
)

こ
う
門

若
津
港

陸
こ
う
門

大
川
市
大
字
向
島
字
三
ノ
割
2439番

の
６
地
先

9
0.45

1.2

施
設
の
種
類

名
称

位
置

延
長
(m
)

敷
地
幅
(m
)

護
岸

花
宗
左
護
岸

大
川
市
大
字
小
保
字
住
吉
町
及
び
住

吉
浦
地
先
花
宗
川
左
岸

247
8～
10

小
保
護
岸

大
川
市
大
字
小
保
字
住
吉
町
地
先
筑

後
川
左
岸

242
8～
10

花
宗
右
護
岸

大
川
市
大
字
向
島
七
ノ
割
地
先
花
宗

川
右
岸

160
8

施
設
の
種
類

名
称

位
置

延
長
(m
)

防
波
堤

芦
屋
北
防
波
堤

遠
賀
郡
芦
屋
町
西
浜
町
及
び
幸
町
地
先

959

芦
屋
東
防
波
堤

遠
賀
郡
芦
屋
町
幸
町
地
先

200

芦
屋
中
防
波
堤

遠
賀
郡
芦
屋
町
白
浜
町
地
先

110

波
除
堤

遠
賀
郡
芦
屋
町
西
浜
町
3839番

の
１
地
先

90

防
砂
堤

防
砂
堤

遠
賀
郡
芦
屋
町
西
浜
町
3843番

の
20地
先

300

導
流
堤

芦
屋
導
流
堤

遠
賀
郡
芦
屋
町
西
浜
町
地
先

350



芦
屋
港
�
船
舶
役
務
用
施
設
の
表
を
削
る
。

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
七
号

長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定

(

昭
和
四
十
五
年
八
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
二
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
七
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

藤

井

克

已

一

病
院

八
女
市
の
項
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、

前
原
市
の
項
を
削
り
、
み
や
ま
市
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
、

｢

糸
島
市

｣

糸
島
郡
の
項
を
削
り
、
八
女
郡
の
項
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。

二

老
人
ホ
ー
ム
の
項
中

｢

を

｣

｢

� � � � ����������	 
�	 ����� ��� �

施
設
の
種
類

名
称

位
置

延
長
(m
)

敷
地
幅
(m
)

護
岸

芦
屋
港
護
岸

遠
賀
郡
芦
屋
町
西
浜
町
及
び
幸
町
地

先
1,057

10

芦
屋
１
号
護
岸

遠
賀
郡
芦
屋
町
白
浜
町
地
先

198.5
15.1

芦
屋
２
号
護
岸

遠
賀
郡
芦
屋
町
白
浜
町
地
先

200
14.85

芦
屋
３
号
護
岸

遠
賀
郡
芦
屋
町
白
浜
町
地
先

60
9.7
選
挙
管
理
委
員
会

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�


�
�
�

�
�
 
!

�
"
#
$
%
&
'
(
)
*

+
,
-
.
/
0

�
1
2
3
4
5
6
)
(
)
)
7
)

8
9

:
;

�

<
=
/
0

>
?
@
A
B
�
C
D
D
7
�

>
?
�
E
	
/
0

�
F
G
�
�
(
7
�

H
I
J
K
/
0

�
L
.
M
�
7
�
N
7
�

�
�


�
�
�

�
O
P
Q
�
R
S
T

�
A
B
�
(
(
�
7
�

U
V
/
0

�
(
W
V
<
N
*
(
�
7
�

�
�
�
�
X
Y
	
Z
[
\
/
0

�
G
]
^
_
(
N
*
*



�
�
�

�
�
 
!

X
`
a
"
#
$
b
4
%
&
'
(
)
*
�
�

c
d
/
0

X
`
a
c
d
$
b
4
e
f
D
�
*

g
h
/
0

�
�
b
4
e
f
�
�
X
D
7
N
*
D

i
'
/
0

�
�
b
4
e
f
�
N
(
X
�
�
j
D
N

k
2
/
0

�
�
b
4
e
f
(
�
�
C
�
�

�
�
�
�
X
`
l
m
	
�
�


�
�
�


�
n
�
o

�
�
b
4
p
.
�
N
D
X
�
�

+
,
-
.
/
0

�
1
2
3
4
5
6
)
(
)
)
j
)

c
d
/
0

X
`
a
c
d
$
b
4
e
f
D
�
*

g
h
/
0

�
�
b
4
e
f
�
�
X
D
7
N
*
D

i
'
/
0

�
�
b
4
e
f
�
N
(
X
�
�
j
D
N

k
2
/
0

�
�
b
4
e
f
(
�
�
C
�
�

�
�
�
�
X
`
l
m
	
�
�


�
�
�


�
n
�
o

�
�
b
4
p
.
�
N
D
X
�
�

q
r
s
�


�
t
�
u
�
v
j
w

�
=
v
$
x
d
y
(
X
�
X
�
�
�

q
r
s
�


�
t
�
u
z
{
|

}
~
@
b
4
�
'
�
�
�
�
�

q
r
s
�


�
t
�
u
�
v
j
w

�
=
v
$
x
d
y
(
X
�
X
�
�
�

s
�


�
t
�
u
X
`
j
�
X
�
!

�
"
#
$
�
�
N
(
X
*
7
C



に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
、
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｢

を

｣

｢
に
、
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を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。
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身
体
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支
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